
厚
木
市
消
防
本
部
予
防
課

予
防
査
察
係

�

☎（
２
２
３
）９
３
７
１

少
年
少
女
消
防
教
育

参
加
者
募
集

　
防
災
体
験
を
通
し
て
、
楽
し

み
な
が
ら
災
害
へ
の
意
識
を
高

め
ま
し
ょ
う
。

①
集
合
訓
練

　
②
消
防
車
の
体
験
乗
車

　
③
放
水
体
験

　
④
子
ど
も
の
危
機
管
理

　
⑤
防
災
体
験

７
月
24
日
（
木
）
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

神
奈
川
県
総
合
防
災
セ
ン
タ
ー

（
厚
木
市
下
津
古
久
２
８
０

番
地
）

村
内
在
住
の
小
学
３
年
生
か

ら
中
学
３
年
生
ま
で
（
先
着

20
名
）

６
月
20
日
（
金
）
ま
で
に
電

話
・
窓
口
で
受
け
付
け
（
平

日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
15

分
）

厚
木
市
消
防
本
部
予
防
課

予
防
査
察
係

�

☎（
2
2
3
）9
3
7
1

夏
休
み
消
防
体
験
教
室

参
加
者
募
集

８
月
22
日
（
金
）
午
後
１
時

〜
４
時
（
受
付
は
午
後
12
時

20
分
〜
12
時
50
分
）

　
※
要
予
約

厚
木
市
北
消
防
署
睦
合
分
署

（
厚
木
市
三
田
１
４
７
５
番

地
１
）

厚
木
市
お
よ
び
清
川
村
在
住

の
小
学
４
年
生
か
ら
中
学
３

年
生
ま
で
（
先
着
40
人
）

消
防
体
験
（
放
水
体
験
）、

救
助
体
験
、
は
し
ご
車
の
乗

車
体
験
、
煙
の
恐
ろ
し
さ
体

験
、
起
震
車
に
よ
る
震
度
体

験
、
ロ
ー
プ
体
験
の
ほ
か
、

普
段
で
き
な
い
貴
重
な
体
験

が
目
白
押
し
！　
消
防
職
員

と
一
緒
に
、
夏
休
み
の
思
い

出
を
作
ろ
う
！

無
料

７
月
14
日（
月
）〜
31
日（
木
）

の
午
後
５
時
ま
で

厚
木
市
消
防
本
部

救
急
救
命
課

�

☎（
２
２
３
）９
３
６
５

普
通
救
命
講
習
会

参
加
者
募
集

　
心
肺
蘇
生
法
、
自
動
体
外
式

除
細
動
器
（
A
E
D
）
の
取
り

扱
い
方
法
や
大
出
血
時
の
止
血

法
な
ど
を
学
び
ま
せ
ん
か
。

7
月
8
日
（
火
）
午
後
１
時

30
分
〜
４
時
30
分

村
内
在
住
（
30
名
ま
で
）

　
抽
選
日
は
6
月
18
日
（
水
）

無
料

役
場
庁
舎
４
階
・
清
川
村
住

民
セ
ン
タ
ー
集
会
室

6
月
17
日
（
火
）
ま
で
に
電

話
・
窓
口
で
受
け
付
け
（
平

日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
）

保険料の免除・猶予制度のご案内
国 民 年 金

申込はこちら

　国民年金にご加入の方は、毎月保険料を納めなければなりません。収入の減少や失
業などにより、保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、「免除・納
付猶予制度」をご利用ください。
※詳しくは日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）をご覧ください。

厚木年金事務所☎（223）7171、税務住民課住民保険係☎（288）3849

記
号
一
覧

日
時　

期
間　

場
所

対
象　

内
容　

講
師

費
用　

申
し
込
み

そ
の
他　

問
い
合
わ
せ
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子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

�

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

結
婚
新
生
活
支
援
事
業

　
結
婚
に
伴
う
新
生
活
を
経
済

的
に
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

住
居
費
お
よ
び
引
っ
越
し
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

令
和
７
年
３
月
１
日
か
ら
令

和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
婚
姻
届
を
提
出
し
、
受
理

さ
れ
た
新
婚
夫
婦
。
村
内
に

住
所
を
有
し
、
夫
婦
と
も
に

婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39

歳
以
下
で
、
夫
婦
の
所
得
額

が
５
０
０
万
円
未
満
の
世
帯

で
あ
り
、
令
和
７
年
３
月
１

日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
、
村
内
へ
の
転

入
届
な
ど
を
提
出
し
受
理
済

で
あ
る
こ
と
。

①
結
婚
を
機
に
新
た
に
村
内

に
住
宅
を
取
得
（
婚
姻
前
に

取
得
し
た
場
合
は
婚
姻
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
以
内
）
す

る
際
の
費
用
、
ま
た
は
住
宅

物
件
に
係
る
賃
借
料
な
ど

　
②
結
婚
を
機
に
引
っ
越
し
を

し
た
際
の
経
費
で
、
業
者
に

支
払
っ
た
費
用

　
③
結
婚
を
機
に
村
内
の
住
宅

を
取
得
、
ま
た
は
村
内
の
住

宅
物
件
を
賃
借
し
た
際
に
、

住
宅
な
ど
の
リ
フ
ォ
ー
ム

（
婚
姻
前
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し

た
場
合
は
、
婚
姻
日
か
ら
起

算
し
て
１
年
以
内
）
を
す
る

た
め
に
要
し
た
費
用

　
①
〜
③
の
実
費
負
担
分
で
１

世
帯
あ
た
り
30
万
円
（
夫
婦

と
も
に
29
歳
以
下
の
場
合
は

60
万
円
）を
上
限
に
支
給（
①

〜
③
合
算
も
可
）

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

�

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・

夏
休
み
期
間
中
の
指
導
員
を
募
集

18
歳
以
上（
高
校
卒
業
以
上
）

の
方　
若
干
名

給
与
／
時
給
１
３
３
１
円

　
勤
務
日
／
シ
フ
ト
制
（
月
〜

金
曜
日
）
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
６
時
30
分

　
雇
用
期
間
／
７
月
1
日（
火
）

〜
８
月
29
日
（
金
）

６
月
20
日
（
金
）
ま
で
に
子

育
て
健
康
福
祉
課
で
配
布
の

申
請
書
を
郵
送
（
〒
２
４
３

―
０
１
９
５
※
住
所
不
要
）

ま
た
は
、
窓
口
で
提
出

子
育
て
健
康
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

�

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・

夏
休
み
期
間
中
の
入
所
申
し
込
み

毎
週
月
〜
金
曜
日

　
①
夏
休
み
期
間
中
（
７
月
22

日（
火
）〜
８
月
29
日（
金
））・

振
替
休
日
・
月
〜
金
曜
日
に

あ
た
る
祝
日
／
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
６
時
30
分

　
②
早
朝
保
育
／
午
前
８
時
〜

８
時
30
分

　
延
長
保
育
／
午
後
６
時
30
分

〜
７
時

村
立
清
川
幼
稚
園
内

村
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
１

〜
６
年
生
の
児
童
で
、
保
護

者
の
就
労
、
疾
病
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
夏
休
み
期
間
中
、

家
庭
に
お
い
て
保
育
を
受
け

ら
れ
な
い
、
か
つ
集
団
生
活

を
営
む
上
で
著
し
く
支
障
の

な
い
児
童

①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
育
成

負
担
金
／
月
額
６
千
円

　
②
教
材
費
・
お
や
つ
代
／
２

千
円（
変
動
の
可
能
性
あ
り
）

　
③
早
朝
保
育
料
／
１
回
１
０
０
円

　
④
延
長
保
育
料
／
１
回
１
０
０
円

　
※
上
限
千
円（
希
望
者
の
み
）

子
育
て
健
康
福
祉
課
窓
口
に

設
置
し
て
い
る
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
６
月

27
日
（
金
）
ま
で
に
申
込
み
。

※
定
員
を
超
え
る
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
就
労
状
況
な

ど
を
基
に
利
用
決
定
し
ま
す
。

「暴走族」の脱退の相談は、県警察暴走族相談員（☎︎045（211）0174）へ
 総務課安全防災交通係☎︎（288）1212

運転に	ゆとり	やさしさ	思いやり
暴走は	しない	させない	ゆるさない！

ス ー ンロ ガ

令和6年度清川村交通安全
ポスターコンクール入選作品

石井湊大さん（緑小）

二輪車交通事故防止強化月間・暴走族追放強化月間
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MHz

　総務課管理係☎（288）1212

メガ      ヘルツ

問

☆宮ヶ瀬レイクサイドエフエム☆

午後０時30分
公益財団法人神奈川県市町村振興協会

子
育
て
健
康
福
祉
課

健
康
福
祉
係

�

☎
�
（
２
８
８
）３
８
６
１

手
ご
ね
パ
ン
と
お
菓
子
作
り
の

会
の
参
加
者
募
集

　
村
の
特
産
物
を
使
用
し
た
補

食
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
パ
ン
や
、

季
節
に
合
わ
せ
た
お
菓
子
作
り

に
参
加
さ
れ
る
方
を
募
集
し
ま

す
。６

月
22
日（
日
）、
26
日（
木
）

の
午
前
９
時
30
分
〜
正
午

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
ま
び

こ
館
２
階
・
栄
養
学
習
室

村
在
住
の
18
歳
ま
で
の
お
子

さ
ん
が
い
る
世
帯
の
方
（
先

着
６
人
）
※
小
学
生
が
参
加

す
る
場
合
は
保
護
者
同
伴
、

中
学
生
以
上
は
子
ど
も
の
み

で
参
加
可
※
身
長
１
２
０
㎝

以
上

清
川
茶
の
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
作
り

地
域
活
性
化
起
業
人　
小
澤

明
美
氏
（ABC Cooking 

Studio

よ
り
出
向
）

５
０
０
円

６
月
２
日
（
月
）
正
午
〜
17

日
（
火
）
午
後
５
時

エ
プ
ロ
ン
、
マ
ス
ク
、
ハ
ン

ド
タ
オ
ル
、
バ
ン
ダ
ナ
ま
た

は
三
角
巾
、
手
提
げ
袋
、
必

要
に
応
じ
て
飲
物
持
参
。
※

小
学
生
は
室
内
履
き
も
持
参

※
保
育
あ
り
。

　
詳
し
く
は
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

県
自
然
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

野
生
生
物
課

�

☎
�
（
２
４
８
）６
６
８
３

ニ
ホ
ン
ジ
カ
の

管
理
捕
獲
の
実
施

　
県
で
は
丹
沢
山
麓
の
自
然
植

生
の
回
復
を
目
的
に
、
銃
器
を

使
っ
た
二
ホ
ン
ジ
カ
の
個
体
数

調
整
を
実
施
し
ま
す
。

６
月
４
日（
水
）〜
14
日（
土
）

お
よ
び
10
月
１
日
（
水
）〜

翌
２
月
25
日
（
水
）
の
主
に

水
・
土
曜
日
※
実
施
中
は
、

赤
い
の
ぼ
り
と
横
断
幕
を
掲

示
し
ま
す
。

堂
平
、
塩
水
林
道
、
本
谷
林

道
、
宮
ヶ
瀬
湖
東
岸
、
境
沢
、

唐
沢
林
道
周
辺

村ホームページ

村では、鳥獣による農作物および生活被害を軽減するため、
有害鳥獣駆除および清川村猟区を開設し、

有害鳥獣の捕獲に取り組んでいます。
令和６年度の捕獲実績は次のとおりです。

（単位：頭）

種類
区分 二ホンジカ イノシシ サル ハクビシン

などの小動物

有害鳥獣駆除 95 20 7 5

清川村猟区 43 5 ― ―

計 138 25 7 5
※ 有害鳥獣駆除は、神奈川県猟友会清川支部に依頼、清川村猟区の維持管理は、

清川村鳥獣保護協会へ委託。

 建設農林課農林係☎︎（281）9436

令和６年度	有害鳥獣捕獲などの実績
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令和6年度　河川水質調査結果報告

調
査
項
目
の
解
説

ＰＨ（水素イオン濃度） ＰＨ７が中性で、それより数値が大きいとアルカリ性、小さいと酸性。
ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 水のきれいさを示す代表的数値。数値が低いほど良い。
ＳＳ（浮遊物質量） 数値が低いほど濁りが少なく、透明度が高い。
ＤＯ（溶存酸素量） 数値が高いほど酸素量が多く、汚染源となる有機物が少ないため、数値が高いほど良い。
大腸菌数 主にふん便汚染に由来する細菌の数を示す数値。数値が低いほど良い。

実施日 ＰＨ ＢＯＤ
単位:㎎ /ℓ

ＳＳ
単位:㎎ /ℓ

ＤＯ
単位:㎎ /ℓ

大腸菌数
単位:CFU/100㎖

谷太郎川 水の尻沢橋
令和6年9月24日 7.0 0.3 <1 10.0 100
令和7年1月21日 7.8 0.6 <1 12.5 4

小鮎川

原下地区
令和6年9月24日 7.6 0.4 <1 10.0 460
令和7年1月21日 7.9 0.2 <1 12.3 36

片原橋
令和6年9月24日 7.8 0.4 <1 10.6 530
令和7年1月21日 7.9 0.5 1 13.1 11

寺鐘橋
令和6年9月24日 8.0 0.3 <1 9.7 400
令和7年1月21日 7.9 1.4 2 9.0 19

金翅川

御門橋
令和6年9月24日 8.6 0.6 <1 12.4 370
令和7年1月21日 8.5 0.5 <1 12.3 99

清水ヶ丘団地
排水口

令和6年9月24日 8.0 0.6 <1 10.0 320
令和7年1月21日 7.7 1.6 2 11.3 500

清水ヶ丘団地
排水口上流

令和6年9月24日 7.8 0.3 <1 9.2 420
令和7年1月21日 7.9 0.3 <1 11.6 60

基準値（目標値） 6.5～8.5 ２㎎ /ℓ 
以下

25㎎/ℓ 
以下

7.5㎎/ℓ 
以上

300CFU/
100㎖以下

●  記号「＜」は、定量下限値未満であることをあらわします。
●  小鮎川は水域類型Ａ、谷太郎川、金翅川は環境基準が定められていないため、2河川の流入先である小鮎川の水域類型Ａを目標値としています。
● 基準値を超える数値は太字で表記しています。
●小鮎川や金翅川に入ったときは、手足や体を石けんを使って十分に洗いましょう。

採水場所 調査項目

村では環境保全の状況確認のため、９月と１月の２回、谷太郎川、小鮎川、および金翅川
の３河川（7カ所）の生活環境の保全に関する基本的な測定項目の調査を実施しています。

　ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯの項目全てにおいて、環境基準を満たす数値を計測しました。
　なお、大腸菌の数値は１月の結果よりも９月の方が高い傾向にあり、これは夏場の気温上昇に
伴う自然に由来する菌種が多く検出されたものと考えられます。また、清水ヶ丘団地は9月より
も1月の方が高い値でしたが、BODやSSの濃度が低いことから、こちらも土壌や植物などの自
然に由来する菌種が多く検出されたものと考えられます。今後も数値の動向を注視していきます。

報 告

 環境上下水道課環境係☎（288）3862

　下水道は、衛生的で快適な生活環境や川などの水質を守るた
めに整備されていますが、皆様に接続していただかなければ効
果を十分に発揮することができません。
　下水道整備区域にお住まいで未接続の方は、１日でも早く下
水道への接続をお願いします。

下水道へ
接続しましょう
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